
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂 川 市 水 防 計 画 

資 料 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂川市防災会議 

令和２年２月 修正 
 



 

 

 

〔目   次〕 

資 料 編 

 

第２章 関係資料 .................................................................................................................................................. 1 

２－１ 砂川市水防本部組織図 ........................................................ 1 

２－２ 砂川市水防本部事務分掌 ...................................................... 2 

２－３ 砂川地区広域消防組合組織図 .................................................. 6 

第３章 関係資料 .................................................................................................................................................. 7 

３－１ 重要水防箇所・洪水ハザードマップ ............................................ 7 

３－２ 主要備蓄資材一覧表 ......................................................... 10 

第４章 関係資料 ................................................................................................................................................ 11 

４－１ 水防関係機関の情報責任者一覧表 ............................................. 11 

第５章 関係資料 ................................................................................................................................................ 12 

５－１ 水防工法 ................................................................... 12 

５－２ 洪水時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると 

認められる要配慮者利用施設 ................................................. 17 

第７章 関係資料 ................................................................................................................................................ 18 

７－１ 水防活動実施報告書 ......................................................... 18 
 
 
 
 

（第２章 第１節関係） 

（第２章 第１節関係） 

（第２章 第１節関係） 

（第３章 第１節関係） 

（第３章 第２節関係） 

（第４章 第２節関係） 

（第５章 第５節関係） 

 

（第５章 第６節関係） 

（第７章関係） 



資 料 編 

－（水防 資料編）1－ 

 

第２章 関係資料 
 

２－１ 砂川市水防本部組織図 
 

対 策 部（部 長 ・ 副部長）              班（班 長 ・ 副班長）       （班 員） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

         砂川地区広域消防組合  

 

中空知広域水道企業団  
 

統 括 班（班  長 市長公室課長(兼)）  市長公室課員 

（副 班 長 庁舎建設推進課長）   庁舎建設推進課員 

（副 班 長 開発推進課長）   開発推進課員 

 

   

本 

部 

長 

副

本

部

長 

総 務 部（部 長 総 務 部 長） 

     （副部長 市長公室課長） 
           

総 務 班（班  長 総 務 課 長）  総 務 課 員 

     （副 班 長 総務課副審議監）  選管事務局員 

           

           政策調整班（班  長 政策調整課長）  政策調整課員 

     （副 班 長 課長補佐又は庶務担当係長） 

調 査 班（班  長 税 務 課 長）  税 務 課 員 

     （副 班 長 課長補佐又は庶務担当係長） 

市 民 部（部 長 市 民 部 長） 

     （副部長 市民生活課長） 

市民対策班（班  長 市民生活課長(兼)）  市民生活課員 

     （副 班 長 課長補佐又は庶務担当係長） 

救護･保健対策班（班  長 社会福祉課長（兼））  社会福祉課員 

     （副 班 長 介護福祉課長）  介護福祉課員 

     （副 班 長 ふれあいセンター副審議監）  ふれあいセンター員 

                    子ども通園センター員 

経 済 部（部 長 経 済 部 長） 

（副部長 商工労働観光課長） 

商工労働班（班  長 商工労働観光課長(兼)）  商工労働観光課員 

     （副 班 長 商工労働観光課副審議監） 

           
農 政 班（班  長 農 政 課 長）  農 政 課 員 

     （副 班 長 農業委員会主幹）  農業委員会事務局員 

建 設 部（部 長 建 設 部 長） 

      （副部長 建設部技監） 

           

土 木 班（班  長 建設部技監(兼)）  土 木 課 員 

（副 班 長 土木課副審議監） 

      

建築住宅班（班  長 建築住宅課長）  建築住宅課員 

     （副 班 長 建築住宅課副審議監） 

           
給水･下水道班（班  長 建設部技監（兼））  土 木 課 員 

     （副 班 長 土木課副審議監（兼）） 

           

（構成員） 

市長 

副市長 

教育長 

総務部長 

市民部長 

保健福祉部長 

経済部長 

建設部長 

建設部技監 

教育次長 

議会事務局長 

市立病院事務局長 

砂川消防長 

 

本部員会議 

会 計 部（部 長 会計管理者） 

     （副部長 会 計 課 長） 

会 計 班（班  長 会計課長 (兼 )）  会 計 課 員 

     （副 班 長 課長補佐又は庶務担当係長） 

文 教 部（部 長 教 育 長） 

     （副部長 教 育 次 長） 

文 教 班（班  長 学 務 課 長）  学 務 課 員 

     （副 班 長 課長補佐又は庶務担当係長） 

避難所対策班（班  長 社会教育課長）  社会教育課員 

（副 班 長 スポーツ振興課長）  スポーツ振興課員 

                     公民館、図書館員 

給 食 部（部 長 議会事務局長） 

     （副部長 給食センター所長） 

給 食 班（班  長 給食センター所長(兼)）  給食センター員 

     （副 班 長 議会事務局次長）  議会事務局員 

     （副 班 長 監査事務局長）  監査事務局員 

 

医 療 部（部 長 市立病院長） 

     （副部長 市立病院副院長 ） 

     （副部長 市立病院事務局長） 

      

医 療 班（班  長 医 局 長）  医局、医療技術員 

     （副 班 長 各 部 長）  看護部員、栄養科員 

事 務 班（班  長 管 理 課 長）  管 理 課 員 

     （副 班 長 経営企画課長）  経営企画課員 

     （副 班 長 医 事 課 長）  医 事 課 員 

      

 

保健福祉部（部 長 保健福祉部長） 

     （副部長 社会福祉課長） 
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２－２ 砂川市水防本部事務分掌 

部 班 所 掌 事 項 

各部共通 
事項 

－ 

1 所管に属する事務の活動計画作成に関すること。 

2 所管に属する災害応急対策等に必要な資機材の整備及び点検に関す

ること。 

3 所管に属する被害状況調査、災害応急対策及び災害復旧に関すること。 

4 災害時における所管事項の執行記録に関すること。 

5 災害時における協力員の受入に関すること。 

6 災害時における本部との連絡調整に関すること。 

7 職員への連絡体制整備に関すること。 

総務部 

統括班 

1 水防会議に関すること。 

2 水防本部設置に関すること。 

3 水防対策本部員会議に関すること。 

4 災害情報の収集及び報告に関すること。 

5 各部の連絡調整に関すること。 

6 応急救助及び復旧対策の調整に関すること。 

7 災害救助法の適用及び実施に関すること。 

8 気象情報等の受理並びに伝達に関すること。 

9 自衛隊の派遣要請及び配置計画に関すること。 

10 道及び他市町村等に対する広域応援要請及び配置計画に関すること。 

11 消防防災ヘリコプター応援要請に関すること。 

12 災害応急対策に関すること。 

13 国、道、北海道電力（株）、東日本電信電話（株）ＪＲ北海道（株）

その他関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 

14 報道機関に対する情報提供及び広報依頼に関すること。 

15 災害現場の取材及び記録写真の収集に関すること。 

総務班 

1 職員の災害動員計画の作成及び実施に関すること。 

2 情報通信施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

3 災害時の配車及び車両の確保及び備蓄物資等の運搬に関すること。 

4 市庁舎の管理に関すること。 

5 災害見舞の応接に関すること。 

6 市有財産に関すること。 

7 統括班及び政策調整班の業務への協力に関すること。 

政策調整班 

1 住民に対する避難勧告並びに各種災害情報の伝達及び広報に関する

こと。 

2 住民組織等への協力要請に関すること。 

3 被害報告の集計に関すること。 

4 被災地の復旧計画に関すること。 

5 災害対策の財政措置に関すること。 

6 災害視察に関すること。 

7 関係機関に対する陳情及び請願に関すること。 

8 市民対策班との連絡調整に関すること。 

9 統括班の業務への協力に関すること。 
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部 班 所 掌 事 項 

市民部 

市民対策班 

1 住民の避難誘導に関すること。 

（応援協力：農政班、会計班、砂川地区広域消防組合） 

2 災害時の避難路及び救援物資等の輸送路確保にかかる交通対策に関

すること。（応援協力：土木班、警察署） 

3 場外離着陸場の管理運営に関すること。 

4 伝染病予防患者の収容及び防疫に関すること。 

5 安否情報の収集及び提供に関すること。 

6 被災地のごみ処理及びし尿処理に関すること。 

7 被災地の廃棄物処理等に関すること。 

8 被災者の相談に関すること。 

9 業務に必要な資材の調達に関すること。 

10 災害時の物価及び地代家賃等の値上がり抑制に関すること。 

11 政策調整班との連絡調整に関すること。 

12 救護・保健対策班の業務への協力に関すること。 

13 避難所開設時における避難所対策班の業務への協力に関すること。 

調査班 

1 住宅及び非住宅被害調査に関すること。 

（応援協力：商工労働班、農政班、建築住宅班） 

2 調査結果に基づく被災台帳の作成及び証明書の交付に関すること。 

3 被害に伴う税の減収見込額等の把握に関すること。 

4 罹災証明に関すること。 

5 救護・保健対策班の業務への協力に関すること。 

6 初動期における備蓄物資等の運搬に関すること。 

保健福祉部 
救護・保健 
対策班 

1 被災地の児童及びひとり親世帯並びに高齢者世帯等の要配慮者の救

護に関すること。 

（応援協力：調査班、市民対策班、商工労働班、砂川地区広域消防組合） 

2 被災者の生活援護に関すること。 

3 災害による死体の収容及び埋葬に関すること。 

4 被災者に対する災害援護資金等の貸付に関すること。 

5 救援物資の調達及び義援金品等の受付け並びに配分に関すること。 

6 保育所園児の避難及び管理に関すること。 

7 被災者に対する見舞金支給に関すること。 

8 市内医療機関の被害調査に関すること。 

9 災害時の薬品その他衛生資材の調達及び配給に関すること。 

10 災害時の保健指導に関すること。 

11 ふれあいセンターの管理及び避難者の救護に関すること。 

12 保健所との連絡調整に関すること。 

13 医師会及び歯科医師会との連絡調整に関すること。 

14 医療部並びに避難所対策班との連絡調整に関すること。 

15 中空知地域救急医療相互応援協定に基づく応援要請に関すること。 

16 日本赤十字社救助活動の連絡調整に関すること。 

17 救護活動に対する砂川市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

18 避難所開設時における避難所対策班の業務への協力に関すること。 

経済部 

商工労働班 

1 商工業被害に関すること。 

2 被災した商工業者に対する融資に関すること。 

3 被災中小企業の振興に関すること。 

4 活性化プラザの管理に関すること。 

5 公社施設の被害に関すること。 

6 調査班及び救護・保健対策班の業務への協力に関すること。 

7 初動期における土木班の業務への協力に関すること。 

農政班 
1 農林業被害に関すること。 

2 被災農家の救護対策に関すること。 

3 農業災害補償及び被災農家に対する融資に関すること。 
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4 被害農作物の病害虫防除に関すること。 

5 家畜の防疫及び家畜飼料の確保に関すること。 

6 種苗生産資材の確保に関すること。 

7 林野火災の予防に関すること。 

8 被災地の獣畜の処理に関すること。 

9 調査班及び市民対策班の業務への協力に関すること。 

10 初動期における土木班の業務への協力に関すること。 

建設部 

土木班 

1 道路、橋梁、河川、公園等の被害に関すること。 

2 水防活動に関すること。 

3 被災地における砂川地区広域消防組合との連絡調整に関すること。 

4 災害応急資材の調達、配分及び保管に関すること。 

5 救農土木事業に関すること。 

6 河道の障害物除去及び対策に関すること。 

7 市道交通の確保に関すること。 

8 市民対策班並びに警察署との連絡調整及び業務への協力に関すること。 

9 災害危険箇所の巡視に関すること。 

10 被害地の区画整理に関すること。 

11 道路、橋梁、河川、公園等災害復旧業務に関すること。 

12 建設協会との連絡調整に関すること。 

13 北海道開発局及び札幌建設管理部との連絡調整に関すること。 

建築住宅班 

1 市営住宅等の被害に関すること。 

2 応急仮設住宅の建設に関すること。 

3 被災家屋等の応急危険度判定に関すること。 

（応援協力：砂川地区広域消防組合） 

4 災害住宅融資に関すること。 

5 被災地における建築制限に関すること。 

6 災害時の建築用資材の需給に関すること。 

7 建築士会との連絡調整に関すること。 

8 土木班及び調査班の業務への協力に関すること。 

給水・下水道班 

1 下水道施設の被害に関すること。 

2 下水道設備に係わる企業等への支援要請に関すること。 

3 中空知広域水道企業団との連絡調整に関すること。 

4 中空知広域水道企業団の飲料水の確保及び給水の支援に関すること。 

会計部 会計班 

1 災害時の物品調達、経理及び支出に関すること。 

2 応急救助費の支出及び予算決算に関すること。 

3 義援金等の出納保管に関すること。 

4 市民対策班の業務への協力に関すること。 

5 避難所開設時における避難所対策班の業務への協力に関すること。 

文教部 

文教班 

1 文教施設の被害に関すること。 

2 災害時における児童及び生徒の避難応急措置に関すること。 

3 児童及び生徒の応急教育対策に関すること。 

4 教育関係義援金品の受付及び配分に関すること。 

5 学用品の給与に関すること。 

6 避難所開設時における避難所対策班の業務への協力に関すること。  

避難所対策班 

1 避難所の開設及び運営管理に関すること。 

2 避難所収容者名簿の作成に関すること。 

3 救護・保健対策班及び給食部との連絡調整に関すること。 

4 避難所収容者の生活必需物資の給与及び貸与に関すること。 

5 社会教育施設の被害に関すること。 

給食部 給食班 
1 災害時の応急食料の調達及び配給に関すること。 

2 応急炊き出しに関すること。 

3 応急食料の供給協定に基づく要請に関すること。 
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4 各部との連絡調整に関すること。 

医療部 

医療班 
1 被災者の応急医療及び助産に関すること。 

2 医療機関との連絡調整に関すること。 

事務班 

1 災害時の医療品及び衛生資材確保に関すること。 

2 応急救護所の設置に関すること。 

3 病院院舎の管理に関すること。 

4 救護・保健対策班との連絡調整に関すること。 

 
 

 所 掌 事 項 

砂川地区広域消防組合 

1 作業隊、救急隊、救助隊、通信隊の編成に関すること。 

2 築堤の補強、湛水の排除作業及び協力団体の指揮監督に関すること。 

3 火災予防及び消防活動に関すること。 

4 避難の指示に関すること。 

5 人命等の救助に関すること。 

6 火災警報の発令、気象情報に関すること。 

7 危険物の保安計画並びに指導計画に関すること。 

8 自主防災組織に関すること。 

9 地域災害の捜査に関すること。 

10 北海道広域消防相互応援協定に基づく応援要請に関すること。 

11 消防防災ヘリコプターに関すること。 

12 市民対策班、救護・保健対策班、建築住宅班の業務への協力に関す

ること。 

13 給水・下水道班との連絡調整に関すること。 
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２－３ 砂川地区広域消防組合組織図 
 

（平成３１年４月１日現在） 
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第３章 関係資料 
 

３－１ 重要水防箇所・洪水ハザードマップ 
 

１ 重要水防区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図面

番号
河川名 岸別 種別 重点区間 重要度 築堤名 距離表 延長 位置 計画高水位 計画築堤高 現状築堤高 備考

1 石狩川 左岸 堤防高 ○ B 豊沼築堤 82.04～84.00 1.90 83.00 22.60 24.60 25.31 No.42(札建)

2 石狩川 左岸 堤防高 B 豊沼築堤 85.00～85.10 0.10 85.00 23.53 25.53 26.91 No.43(札建)

3 石狩川 左岸 堤防高 B 砂川築堤 85.40～90.00 5.38 87.50 24.72 26.72 27.46 No.44(札建)

4 石狩川 左岸 堤防高 B 砂川築堤 90.50～90.70 0.20 90.50 26.46 28.46 29.50 No.45(札建)

5 石狩川 右岸 堤防高 B 中徳富築堤 88.30～88.50 0.19 88.50 25.25 27.25 28.04 No.92(札建)

6 石狩川 左岸 堤防断面 B 奈井江築堤 81.60～81.82 0.21 81.50 22.23 24.23 25.16 No.138(札建)

7 石狩川 右岸 水衝･洗掘 B 中徳富築堤 88.30～88.80 0.48 88.50 25.25 27.25 28.04 No.203(札建)

8 石狩川 - 工作物  B 砂川大橋 87.43 87.43 24.68 26.68 26.79 No.218(札建)

9 石狩川 左岸 旧川跡 要注意 奈井江築堤 81.60～81.82 0.21 81.50 22.28 24.28 18.60 No.275(札建)

10 石狩川 左岸 旧川跡 ○ 要注意 豊沼築堤 82.04～85.00 2.74 83.50 22.77 24.77 25.45 No.276(札建)

11 石狩川 左岸 旧川跡 要注意 砂川築堤 87.00～90.00 3.17 88.50 25.25 27.25 28.04 No.277(札建)

12 石狩川 右岸 旧川跡 要注意 中徳富築堤 88.30～88.80 0.48 88.50 25.25 27.25 28.04 No.322(札建)

13 石狩川 左岸 重要区間 ○ 豊沼築堤 83.25～83.75 0.45 83.50 22.77 24.77 25.45 No.351(札建)

14 空知川 左岸 堤防高 B 8.25～8.75 0.50 8.50 37.24 38.74 37.58 No.1633(札建)

15 空知川 左岸 水衝･洗掘 B 空知太築堤 1.25～1.70 0.40 1.50 27.17 28.89 30.08 No.1741(札建)

16 空知川 左岸 水衝･洗掘 B 空知太築堤 7.70～8.20 0.47 8.00 36.72 38.22 39.16 No.1742(札建)

17 空知川 - 工作物 A 第1空知川橋梁 1.40 1.40 27.04 28.81 23.37 No.1746(札建)

18 空知川 左岸 旧川跡 要注意 空知太築堤 4.40～4.55 0.13 4.50 31.92 33.42 34.25 No.1761(札建)

19 空知川 左岸 旧川跡 要注意 空知太築堤 6.40～6.50 0.09 6.50 34.89 36.39 37.13 No.1762(札建)

20 空知川 左岸 旧川跡 要注意 空知太築堤 7.50～7.80 0.27 7.75 36.49 37.99 38.77 No.1763(札建)

21 空知川 左岸 重要区間 ○ 空知太築堤 6.63～6.88 0.22 6.75 35.25 36.75 37.36 No.1769(札建)

22
パンケ

歌志内川
左岸 B 0.00～0.44 0.44 No.211(札管)

23
豊沼

奈江川
右岸 B 0.00～0.50 0.50 No.214(札管)



資 料 編 

－（水防 資料編）8－ 

 
 

重
要
水
防
箇
所
図

13

2

3

4

1
2

5

8

7

1
5

19

14

16

1
8

1
7

21
2
0

1

1022

9 6

11
23



資 料 編 

－（水防 資料編）9－ 

 

２ 洪水ハザードマップ 
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３－２ 主要備蓄資材一覧表 
 

器具 

 

 

 

 

 

 

保管場所 

掛
矢 

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト 

ス
コ
ッ
プ 

つ
る
は
し 

救
命
ボ
ー
ト 

麻
袋 

安
全
ロ
ー
プ 

ハ
ン
マ
ー 

か
ま 

河
川
排
水
用
ポ
ン
プ 

発
電
機 

丁 枚 丁 丁 艇 袋 巻 丁 丁 台 台 

車両センター ２ 15 ８ ４  700 ２ ２ ４ ４ ２ 

砂川消防署     ２       

 

 

 

備  考 

 

砂川地区広域消防組合 

 砂川地区広域消防組合が保管する水防活動に必要な備蓄資材は、

「消防計画」に定める。 
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第４章 関係資料 
 

４－１ 水防関係機関の情報責任者一覧表 
 

機 関 名 電     話 連絡責任者職名 

砂川市役所 54－2121 
市長公室課長 
防災対策係長 

砂川地区広域消防組合 54－2196 
総務課長 
庶務係長 

札幌開発建設部 
滝川河川事務所 

76－2211 
専門官（管理） 
計画課長 

札幌開発建設部 
滝川道路事務所 

22－4147 
工務課長 
専門官（管理） 

砂川警察署 54－0110 警備係長 

ＪＲ砂川駅 52－3217 駅長 

東日本電信電話（株）北海道事業
部 

011-212-4466 災害対策室長 

北海道電力(株)送配電カンパニ
ー滝川ネットワークセンター 

24－7166 お客さまサービス課副長 

北海道三井化学㈱ 54－3131 総務部長 

北海土地改良区砂川事業所 52－2006 所長 

新砂川農業協同組合 54－3181 管理部長 

砂川商工会議所 52－4294 事務局長 

砂川建設協会 52－3551 会長 

カヤク・ジャパン（株）砂川工場 54－3126 工場長 

砂川ガス（株） 54－1961 取締役営業部長 

中央バス（株）空知統轄事務所 22－2104 所長 

空知医師会砂川部会 54－2313 部会長 

空知総合振興局地域政策課 0126－20－0033 地域政策課長 
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第５章 関係資料 
 

５－１ 水防工法 
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５－２ 洪水時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると 

認められる要配慮者利用施設 
 

区 分 施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 備 考 

病院・医院 砂川市立病院 砂川市西４条北３丁目１－１ 54－2131  

特別養護 
老人ホーム 

福寿園 砂川市三砂町 55番地６ 54－1000  

有料老人 
ホーム 

小規模多機能型居宅
介護らくら砂川 

砂川市西２条北３丁目１－１ 74－5194  
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第７章 関係資料 
 

７－１ 水防活動実施報告書 
 

 

                              自   年   月 

（市町村名      ）                  至   年   月 

区  分 
水 防 活 動 使  用  資  機  材 

備  考 
活 動 延 人 員 主 要 資 材 そ の 他 資 材 計 

水防管理団体分 
前  回  迄 人 円 円 円  

月  分 
 
 

小   計 

     

     

     

     

累   計      
 

（作成要領） 

 １ 「前回迄」欄は、前回報告分に係る「累計」欄の数及び金額を記入すること。 

 ２ 「月分」欄は、当該期間の調査対象月数に応じ区分すること。 

ただし、水防活動を行わない月の欄は、不要。 

 ３ 「主要資材」欄は、土のう、シート、ロープ、生木、丸太、くい、板類、鉄線、釘、かすがい、

置石及び土砂の使用額を記入すること。 

 ４ 「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。 

 ５ 「備考」欄は、具体的災害名（台風○○号、低気圧による大雨等）を記入すること。 
 
 
 


